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はじめに

本稿の目的は, 見直しが進む中小企業向け信用

保証制度の役割という観点から, 中小企業の金融

機関からの資金調達を補完する制度融資の現状を

明らかにすることである｡ その際, バブル崩壊後

の中小企業者の変化, 供給者の変化, 施策の変化

といった金融環境の変化を分析し, 政府による信

用保証や金融円滑化法など資金繰り支援策の効果

を検討する｡

産業構造の大転換期にある現状を見渡すと, 活

力ある中小企業が地域の経済活性化をリードしな

ければならない｡ 2010年 6月に閣議決定された

｢中小企業憲章｣ には, 中小企業は ｢経済を牽引

する力であり, 社会の主役である｣ と位置づけら

れ, 政府はその実現のために, 中小企業金融の中

核を担う持続可能な信用保証制度の構築を進めて

いる｡ しかし, 中小企業者からのさまざまなニー

ズが高まり, 政府の中小企業金融市場への効率的

介入は, 今後の政策運営の重要な課題となってい

る｡ これまで信用保証協会のおかげで倒産の危機

から抜け出せた企業もかなりの数に上っている｡

しかし, 保証付融資が焦げ付き代位弁済に至った

案件は近年, 確実に増加しており, このことが信

用保証制度の存続を危うくしていることも事実で

ある｡

公的金融の使命は, 民業補完の原則の下, 情報

の非対称性や不完全競争, 外部性の存在など市場

の失敗に対応することにある｡ すなわち, 公的金

融の実施が正当化されるためには, 政策目的との

関連性が明確であることに加えて, 必要最低限の

規模と手法に限定されることが重要であり, 恣意

的な資金配分については排除される必要がある｡

信用保証制度に関する海外の先行研究として,

米国の Riding and Haines (2001) が, カナダ

の信用保証を分析し, カナダにおける雇用創出に

信用保証制度が貢献することを指摘した｡ デフォ

ルト率の分析では, 新規開業企業でより高く, 借

入額が大きくなることともに高くなり, 産業部門

間で大きく異なることなども明らかにしている｡

また, 保証割合を 85％から 80％に引き下げる制
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度改革を行えば, デフォルト率をかなり引き下げ

ることができるであろうと述べている(1)｡ 英国の

研究では, Cowling (1999) が, 信用保証制度が

英国の中小企業金融における信用割り当てを軽減

する上で重要な役割を果たしていることを指摘し

た(2)｡ 欧米の信用保証制度における最大の目的は,

雇用創出やそれに通じた経済活性化にある｡ 欧米

の先進的な例やその結論は, 日本の信用保証制度

の政策を考える上でも参考になる｡ しかし, 日本

の信用保証制度については先行研究も乏しく, そ

のあり方を巡る議論を深めるためには, まず実態

把握と客観的な分析が必要である｡

そこで本稿では, 信用保証制度における日本の

特徴と問題点に特に問題関心を置き, 日本の中小

企業金融には, 以前から, 効率的な資金供給のた

めの取り組みが遅れていたという問題に焦点を当

てて論究している｡

Ⅰ 中小企業の業況

バブル経済が崩壊した 1990年代初め以降, 個

人消費を中心とした内需の低迷が恒常化し, 景気

は輸出の動向に大きく左右されるようになってい

る｡ 自動車を中心とした輸出型の大企業製造業は,

世界経済の拡大を背景とした輸出増加の恩恵を享

受しやすいものの, 一方で厳しい国際競争にさら

されているため人件費を中心としたコスト抑制姿

勢を緩めることは難しくなった｡ その結果, 大企

業製造業の好況が家計の所得拡大を通じて内需型

の非製造業へと波及するルートがあまり機能しな

くなり, 内需型の中小企業の業況は恒常的に低迷

するようになっている｡ 業況判断 DI (＝｢好転｣－

｢悪化｣) を長いスパンで見ると, 大企業製造業と

中小企業非製造業の連動が近年弱まってきている

ことが見て取れる (図表 1参照)｡ バブル経済崩

壊以降, 中小企業非製造業の業況判断 DIは景気

の好不況に関わらず一貫してゼロを下回ったまま

である｡

特に 2008年 10�12月期は, 9月 15日にアメリ

カの投資銀行のリーマン・ブラザーズの経営破た

んを契機とした世界的な金融危機が実体経済に影

響し, 著しい経済停滞もたらし, バブル崩壊後の

1994年以降で最悪の値となり, 2009年 1�3月期

も最悪の値を更新している｡ 製造業の業況判断

DIが, 売上や受注が急速に減少したことを背景

に 2008年度後半に入ってから急速に低下してい

ることが分かる｡ 具体的には, 2002�07年度の利

益率は大企業の 4.9％に対して, 小企業では 1.2％

にとどまっている｡ つまり, 日本の中小企業は短

期的な景況悪化を超え, 10年 20年単位の中長期

的な退潮傾向にあると思われる｡ また中小企業に

おける運転資金への需要は増大しているが, 金融
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(資料) 小企業, 中小企業は日本政策金融公庫 ｢全国中小企業動向調査｣, 大企業は日本銀行 ｢全国企業短期経済観測調査｣
(注) 1. DIは, ｢良い｣ 企業割合－｢悪い｣ 企業割合 (大企業, 小企業), ｢好転｣ 企業割合－｢悪化｣ 企業割合 (中小企業, 季

節調整値)
2. 小企業は原則従業者 20人未満, 中小企業は原則従業者 20人以上, 大企業は資本金 10億円以上｡

図表 1 業況判断 DIの推移
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機関からの借り入れの難しさは増している｡ 図表

2は, 中小企業の資金繰り DIの推移を示したも

のである｡ 中小企業の資金繰りは, 2008年度に

入って大幅に低下しており, 1998年の日本の金

融システム不安が発生し, 未曽有の信用収縮が起

こった頃の最低値に近い水準となっている｡

こうした中, 政府は第一次・第二次補正予算で

所要の予算を計上し, 信用保証協会, 日本政策金

融公庫などの関係機関と連携しつつ, 30兆円規

模の中小企業資金繰り対策を実施している(3)｡

2008年 10月 31日に創設した信用保証協会の緊

急保証制度は, 2009年 3月 31日までの累計で,

保証金額が 9 兆 1,810 億円, 保証承諾件数が 43

万 5,043件に達した(4)｡ 緊急保証を利用した中小

企業が属する業種をみると, 建設業や製造業など

特に業況が厳しい業種で積極的に利用されており,

これらの対策は年末や年度末の資金繁忙期におい

て中小企業の資金繰りの円滑化に大きく寄与した

と考えられる｡ しかし, このことが, 中小企業の

業績が回復してきたことを意味するわけではない｡

政府による信用保証や金融円滑化法などの資金繰

り支援策の効果で破綻が先送りされているだけだ

と考えられる｡

Ⅱ 信用保証制度の現状

1. 信用保証制度

近年, 金融市場は制度の整備やグローバルな競

争の激化に伴い市場メカニズムが働きやすい環境

が整ってきているが, 中小企業金融においては依

然として情報の非対称性問題が大きく, 市場が効

率的な状況にあるとは考えにくい｡ そこで, 直接

に資金を供給しているわけではないが中小企業向

け貸出市場における公的介入として重要な役割を

果たしている信用保証制度の役割について考察す

る｡

信用保証制度(5) とは, 中小企業の資金調達の

円滑化を目的として, 信用保証協会が中小企業の

債務(銀行借り入れなど)を保証するものである｡

もし何からの事情で保証付き融資を受けた中小企

業が債務を返済できなくなった場合, 信用保証協

会は, 中小企業に代わって保証した債務を金融機

関に弁済 (代位弁済) し, 当該中小企業と相談し

ながら, 代位弁済した額を回収する (図表 3参照)｡

中小企業にとっては, 公的セクターによる信用補

完によって信用力が高まり, 資金調達に寄与する

ことになる｡
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(資料) 小企業, 中小企業は日本政策金融公庫 ｢全国中小企業動向調査｣, 大企業は日本銀行 ｢全国企業短期経済観測調査｣
(注) DIは, 前期比で ｢好転｣－｢悪化｣ 企業割合 (小企業), 前年同期比で ｢好転｣－｢悪化｣ 企業割合 (中小企業, 季節調整値),
｢楽である｣－｢苦しい｣ 企業割合 (大企業)

図表 2 資金繰り DIの推移
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図表 3において見られるように, 各地域の信用

保証協会は, 地域内の中小企業から保証料を徴収

して, その借り入れを保証している｡ 基本保証料

率 (年率) は, 中小企業者の財務諸表を基に財務

面の評価を行い (定量的評価), その結果に個々

の中小企業者定性要因 (財務以外の要素) を加味

して決定される｡ 信用保証協会の保証付き融資が

実行されると, 全ての保証に対して中小企業信用

保険法に基づく保険が掛けられ, 代位弁済時の信

用保証協会の負担リスクが一定程度カバーされる｡

保険契約については, 信用保証協会と株式会社日

本政策金融公庫 (以下, ｢政策公庫｣ という) の

間で締結される｡ ｢政策公庫｣ は信用保証協会と

の間に包括保険契約を締結しており, 信用保証協

会が中小企業の借入債務または中小企業の発行す

る社債に係る債務を保証した場合, あらかじめ定

められた要件を満たすものについては, 自動的に

保険関係が成立することになる｡

信用保証協会が金融機関に代位弁済を行った場

合, 信用保証協会は ｢政策公庫｣ に保険金の請求

を行い, ｢政策公庫｣ から信用保証協会に保険金

が支払われる｡ 信用保険の種類に応じて, 保険金

額は代位弁済の元本金額の 70％, 80％, または

90％である｡ 信用保証協会が中小企業者から債権

を回収した場合は, 支払われた保険金の割合に応

じて ｢政策公庫｣ へ回収金を納付する必要がある｡

そして, 代位弁済額のうち, もともと保険金でカ

バーされていない部分は信用保証協会自身の負担

になる｡

信用保険制度は, 信用保証協会が行う信用保証

リスクを軽減することにより, それぞれの信用保

証制度と一体となって, 中小企業者または破綻金

融機関などの融資先である中堅事業者の資金調達

の円滑化に役立っている｡ このように, 日本の公

的信用保証制度は, 全国各地における信用保証協

会の活動だけに注目すれば分権的といえるが, 信

用保険による再保険の機能をも視野に入れると,

集権的な性格を持っている｡

日本の信用保証制度は, 1930年の大阪におけ

る損害補償制度から数えれば 80年, 社団法人東

京信用保証協会設立の 1937年から 73年, ｢信用

保証協会法｣ 成立からは 57年の豊富な歴史を持

つ制度であり, 現在では日本の中小企業者の約

51％(6) が利用, 保証債務残高は 35兆円(7) に達し,

中小企業向け貸付の約 12％を占めており(8), 日

本の中小企業金融を側面で支えてきている(9)｡ 信

用保証の対象となる中小企業者は, 常時使用する

従業員数または資本金のいずれか一方が, 図表 4

において示される基準に該当していれば利用でき

る (一部特殊業種は除く)｡ また, 1中小企業者
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図表 3 公的信用保証制度の枠組み

(出所) 株式会社日本政策金融公庫ウェブサイトから作成
(注) ①から～④は保証申込みから返済まで, ⑤, ⑥は事故による代位弁済
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に対する保証金額の最高限度は, 図表 5において

見る通りである｡ それ以外に, 別枠として政府の

施策による特別保証制度が各種用意されており,

各々に最高限度額が設けられている｡

信用保証協会が保証する資金の使途は, 運転資

金と設備資金に限られる｡ ともに一般融資の保証

期間は, 原則 10年以内である｡ また不動産担保

を提供することにより, 設備 20年以内, 運転 15

年以内の長期融資が受けられる｡ 資金繰り円滑化

借換保証制度により, 信用保証協会付借入を一本

化し, 長期資金に借り換えることも可能である｡

月々返済負担を軽減し, 中小企業者の資金繰りを

円滑化することが目的である｡

2. 信用保証の規模と利用状況

中小企業への金融支援の柱である信用保証制度

のセーフティネットとしての役割は, 一概に数値

で計ることはできないが, 何らかの方法で説明す

る必要がある｡ そこで, 保証付き融資の金額と中

小企業向け融資の金額を対比する方法を採用し,

図表 6にまとめた｡

日本の信用保証制度は, 日本経済が危機的な状

況に陥った 1990年代後半に, いわゆる特別保証

制度が時限的に創設されるなど, セーフティネッ

トとしての役割が拡充され, 信用保証協会の保証

債務残高は, ピークの 1999年度には 43兆円に上っ

た｡ その後, 景気が緩やかながらも回復に転じ,

中小企業の経営環境の厳しさも和らいだことから,

保証残高も縮小に転じ, 2010年 4月現在 35兆円

と, 特別保証制度導入前の水準にまで減少してい

る｡

信用保証制度は日本の中小企業金融に相当な役

割を果たしており, 今後も今以上の貢献を期待さ

れる｡ リーマン・ショック後の世界的な消費需要

の縮小による景気悪化に伴い増加傾向が続いてい

公的信用保証制度の現状と課題
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図表 4 信用保証の対象となる中小企業者

業 種 資 本 金 従 業 員

製 造 業 等 3億円以下 300人以下

卸 売 業 1億円以下 100人以下

小 売 業 5,000万円以下 50人以下

サービス業 5,000万円以下 100人以下

(出所) 全国信用保証協会連合会 『日本の信用保証制度』
2009年, 7頁より作成｡

(注) 保証対象業種は, 中小企業信用保険法施行令に基づ
く業種を基準にしている｡ 農林水産業, 金融業, 宗教
法人, 非営利団体等は保証対象外となっている｡

図表 5 保証限度額

個人／法人 協同組合等

一 般 保 証 2億円 4億円

無担保保証 8,000万円 8,000万円

社 債 保 証 4億 5,000万円 ―

(出所) 全国信用保証協会連合会 『日本の信用保証制度』
2009年, 7頁より作成｡

(出所) 日本銀行年次統計及び信用保証協会連合会年次統計より作成｡

図表 6 中小企業向け融資と保証付き融資
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た倒産件数は, 2009年 4～6月期に 7四半期ぶり

に減少している｡ これには, 2008年 10月末以降,

緊急保証制度の創設やセーフティネット貸付枠の

拡大等, 中小企業に対する資金繰り対策が大幅に

拡大されたことが寄与していると考えられる｡

3. 信用保証制度の見直し

日本の信用保証制度の規模が, 欧米諸国の類似

の制度に比べて極めて大きく, その財政コストが

無視しえないことなどの背景に, 現在, 信用保証

制度の見直しが進められている｡ 改正点は多岐に

わたるが, 主なポイントは, 以下の二点である(10)｡

第一は, 保証料率の見直しである｡ 現行制度で

は, 中小企業が信用保証制度を利用する場合, 一

律 1.35％の保証料を信用保証協会に支払わなくて

はならない (無担保の場合｡ 有担保の場合は 1.25

％)｡ しかし, 固定的な保証料率は, 経営状況が

良好な中小企業にとっては保証料が相対的に割高

であることを意味する｡ このため, 信用リスクの

高い中小企業ばかりが信用保証制度を利用する逆

選択や, 信用保証を利用する中小企業の経営改善

努力が阻害されかねないこと (モラルハザード)

がかねてから懸念されていた｡ そこで, 2006年 4

月より, 借り手である中小企業の信用リスクを考

慮した可変的な保証料率が導入された｡ 制度改正

後の保証料率は, 無担保の場合で 0.5～2.2％の範

囲で 9段階に設定され, リスクが高い企業ほど保

証料率が高くなることとされている (平均的な料

率は制度改正前と同じ 1.35％)｡

第二は, 信用保証協会と金融機関の責任分担割

合の見直しである｡ これまで日本では, 一部の保

証プログラムを除き, 原則として信用保証協会が

融資額を 100％保証してきた (全額保証)｡ この

ため, 民間金融機関がリスク負担を公的部門に転

嫁する逆選択が懸念されてきた｡ 一方, 欧米では

公的保証機関の保証割合が 5割から 8割程度となっ

ている国が多く, 信用保証貸出においても民間金

融機関が与信リスクを部分的に負担している｡ そ

こで, 2007年 10月より, 民間金融機関が信用リ

スクの 2割相当を負担する責任共有制度が導入さ

れた(11)｡

この他にも, 担保や個人保証に過度に依存しな

い信用保証の推進や, ノンバンク等が設立する信

託会社の融資も信用保証の対象とするなど, 中小

企業金融の多様化を促す措置が, 推進・検討され

ている｡

Ⅲ 信用保証制度を巡る近年の動き

中小企業の業績並びに資金繰りの悪化を踏まえ,

近年, 信用保証制度に様々な改定が加えられ, 金

融危機対応としての中小企業金融支援策が推進さ

れている｡ 図表 7は, リーマン・ショック以降の

中小企業金融の円滑化施策を示すものである｡

2009年度の日本経済は, 2008年の世界的な金

融危機以降, 輸出や生産の大幅な減少に加え, デ

フレ圧力の拡大や雇用情勢の悪化等, 厳しい状況

が継続した｡ 政府による累次の経済対策等により,

景況は最悪期を脱し, 全体として持ち直しに転じ

たものの, 中小企業を取り巻く環境は引き続き厳

しい状況となった｡

2009年 12月, 中小企業金融円滑化法の成立・

施行により, 金融機関に中小企業向け融資の返済

条件緩和に応じる努力義務が課されるとともに,

｢条件変更対応保証制度｣ が創設された｡ さらに

平成 22年 2月には, 第二次補正予算を裏付けに

従来の緊急保証制度を大幅に拡充した ｢景気対応

緊急保証制度｣ が創設されるなど, 中小企業金融

支援策の一層の充実が図られた｡ この結果, 2009

年度の保証実績は, 保証承諾 118 万件, 16 兆

6,300億円となり, このうち ｢緊急保証制度｣ は,

保証承諾 60万件, 9兆 9,300億円となった｡ また,

年度末の保証債務残高は 35 兆 8,500 億円と,

2002年度以来 7年ぶりに 35兆円を超える水準と

なった｡ 一方, 代位弁済は, 企業倒産が高水準で

推移したことから, 1兆 1,400憶円と, 2008年度

に引き続き 1兆円を超える水準となり, また信用

保証と表裏をなす信用保険の収支もさらに赤字幅

が拡大する見通しとなった(12)｡ すなわち, 日本

の中小企業金融における政府の関与は, 信用保証

と政府系金融機関による直接貸出が大規模に存在

する点に特徴がある｡ こうした政府部門による関
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与の程度を巡っては, 行き過ぎであるとしてその

縮小を求める方向性と, 景気が後退する局面で関

与の増大を求める方向性の両方が消長を繰り返し

ている｡

資金調達に困難をきたしやすい中小企業を対象

とした公的信用保証制度は, 日本のみならず世界

の多くの国に存在する政策スキームである｡ 信用

保証の規模や, 制度の具体的な仕組みは, 金融シ

ステムの違いや政策目的の違いにも影響されるが,

そうした点を拾象して, これまでの日本の信用保

証制度をいくつかの欧米諸国と比較すると, 以下

の三点が特徴として指摘できる｡

第一は, 日本の信用保証制度の規模が極めて大

きいことである｡ 先述の通り, 日本の保証債務残

高は現在 35兆円程度であるが, 信用保証を利用

している企業の裾野は極めて広い｡ これに対して,

欧米では, あくまで民間から資金調達が困難な,

限界的な中小企業だけが, 公的な信用保証制度の

対象とされている｡ その結果, 信用保証の年間利

用件数をみると, 英国やドイツは数千件程度, 比

較的利用件数が大きい米国でも 10万件程度にと

どまっている(13)｡ これに対して, 日本の信用保

証承諾件数は 300万件 (2010年現在) と桁違い

に多くなっている(14)｡

第二に, 欧米では, 金融機関自身がリスクとリ

ターンのバランスをとり, 過度にリスクの高い企
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図表 7 リーマン・ショック以降の中小企業金融の円滑化施策

時 期 施 策
直接策か
間 接 策

概 要

2008年

10月

緊急保証制度の創設 直 接 信用保証協会の保証枠 6兆円を設定 (一般保証とは別枠)

政府系金融機関による

貸付枠の創設

直 接 日本政策金融公庫, 商工中金によるセーフティネット貸付 3兆円

を設定

2008年

11月

自己資本比率規制の一

部弾力化

間 接 国内基準行に対して有価証券の評価損を自己資本に反映させない

ことで自己資本比率を改善

不良債権判定基準の緩

和

間 接 金融検査マニュアルで, 中小企業向けの貸出条件を緩和しても不

良債権としない扱いを拡充

2008年

12月

中小企業向け与信の信

用保証協会枠の別枠化

間 接 信用保証協会保証付貸出を別枠化することで金融機関のリスクア

セットを減らし, 自己資本比率を改善

金融機能強化法の成立 間 接 金融機関に対し, 最大 12兆円を予防的に資本注入することが可能

になる

2009年

1月

緊急保証制度の拡充 直 接 保証枠を 6兆円から 20兆円に増額

政府系金融機関による

貸付枠の拡充

直 接 セーフティネット貸付枠を 3兆円から 10兆円に増額

2009年

4月

先進的内部格付け手法

の採用を承認

間 接 3メガバンクに対して, 信用リスクの削減につながる先進的内部格

付け手法の採用を承認

緊急保証制度に係るリ

スクウエイトの見直し

間 接 緊急保証制度に基づく保証付き貸出のリスクウエイトを 10％から

0％に引き下げ

2009年

5月

緊急保証制度の拡充 直 接 保証枠を 20兆円から 30兆円に増額

政府系金融機関による

貸付枠の拡充

直 接 セーフティネット貸付枠を 10兆円から 15.4兆円に増額

2009年

12月

条件変更対応保証制度

の創設

直 接 中小企業の既往債務に対して, 後から信用保証協会が保証を付す

るいわゆる ｢旧債振替｣

(出所) 金融庁・内閣ホームページ (www.fsa.go.jp) より作成｡



業を公的な保証制度の対象とすることのないよう,

部分保証制度が採用されている｡ 保証割合は国や

対象とする企業によって異なるが, おおむね 50

～80％である｡ また, 金融機関が与信リスクを分

担していることから, 保証審査に当たっては, 金

融機関の審査機能を積極的に活用し, 効率化に努

めている国が多い｡ これに対して, 日本の場合,

これまでは全額保証が原則だったこともあり, 信

用保証協会自身が審査を行っている｡

第三に, これまでの日本の保証料率 (1.25

％～1.35％) は, 米国 (2～3.75％) や英国 (2％)

より低い水準に設定されていた(15)｡ 日本の保証

料率は, ドイツ (0.7～1％) やフランス (0.45～

0.6％) より高いが, ドイツやフランスの場合,

金融機関のリスク負担割合が高くなっており, 公

的な信用保証が肥大化する歯止めとなっている点

に留意が必要である｡

以上をまとめると, 総じて日本の信用保証制度

は, 金融機関の審査・モニタリングに対する動機

付けや, 保証条件を通じて利用企業を規律付ける

仕組みが乏しく, 制度として肥大化しやすい側面

を持っていた｡ 信用保証制度の改正は, こうした

点の是正を狙ったものといえる｡

しかし, その日本の信用保証制度が現在, 長期

にわたる不況を原因とした代位弁済の多発によっ

て難しい運営状況となっており, 2010年 4月現

在は全国 52協会の 20協会が赤字, 再保険を担う

中小企業総合事業団の保険収支も大幅なマイナス

となっている｡

Ⅳ 信用保証制度の問題点

1990年代から 2000年代初めにかけて, 日本経

済は長期不況を経験した｡ この時期, 日本政府は

何度も経済対策を講じ, 信用保証制度も経済対策

の 1つとして頻繁に利用されてきている｡ しかし,

地方自治体による制度融資も含めて, 政府部門が

提供する制度をどのような中小企業がどのような

条件で利用しているかについて, 企業側から統一

的に把握した情報は限られている｡ 日本の公的信

用保証制度には, いくつかの課題が存在すると思

われる｡

1. 民間金融の補完的役割に限定

日本では, 大手メガバンク, 地銀, 信金, 信組

等の民間金融機関からの貸出, 政府系金融機関で

ある日本政策金融公庫による融資 (特にサブプラ

イムローン金融危機直後の緊急融資), 信用保証

協会による保証等, 様々な資金提供, 保証制度が

存在する｡ 財投改革によって, これらの資金の流

れが, どのように変化しているかについてデータ

を追いながら見ると, 米国や欧州の金融機関に比

して損失が小さかったことや, 政府による関与の

効果もあり, 日本の金融機関は, 企業に対して安

定的に資金供給するという一定の役割を果たした

といえる｡ ただし, その資金供給が効率的だった

かどうかは, 別問題である｡ 公的保証は民間金融

機関の金融仲介機能を補完し, 特に企業倒産を抑

制する効果がある｡ 反面, 銀行が借り手の本来の

リスクに見合った貸出金利を設定できない状態を

長期化させ, 銀行の基礎的な収益力を低下させ,

経済全体の資源配分の効率性に歪みをもたらす可

能性がある｡ 信用保証制度の実績分析からみると,

日本の銀行貸出市場は, 価格メカニズムを通じた

効率的な資源配分という点で, 機能面に大きな課

題を抱えているといえる｡

｢緊急保証制度｣ (2010年 2月 ｢景気対応緊急

保証｣ に改称) は, 当初の利用期限であった 2010

年 3月末時点で, 保証承諾額が保証枠 30兆円に

対し 10兆円以上が未消化となった｡ 取扱い期限

が 2011年 3月末まで 1年間延長され, 保証枠も

36兆円に増枠されたが, 2010年 1月以降の実績

(3か月平均約 7,000億円) を考えると保証枠 36

兆円を使い切れずに制度の終了を迎える可能性も

ある(16)｡ この要因としては, 業績不振から新た

な借入を行っても返済困難と考える企業側の手控

えや, 急激な景気悪化で売上減少から過剰債務な

ど財務バランスを崩し審査で保証対象外となった

企業の増加等が考えられる｡ さらに借入より ｢中

小企業金融円滑化法｣ に基づく返済条件変更等へ

のシフトも後押ししたことが推測される｡

2009年 12月に施行された ｢中小企業金融円滑
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化法｣ は, 大手 4行の中小企業向け返済猶予等の

2月末実績 (累計) で申し込み件数は 4万 4,280

件, 受諾件数は 2万 2,276件に達している(17)｡ こ

れまでの中小企業支援策は ｢資金を貸し付ける｣

ことに重きを置いてきた｡ だが, 円滑化法は金融

機関への返済条件変更等キャッシュアウトを抑え,

企業の資金繰りに一時的な緩和効果を生んだ｡ こ

うした新たな支援策が出てくる中, 中小企業の支

援基盤としての位置づけを保証協会が維持するに

は代位弁済の推移と, 財務強化策への取り組みを

見守ることが必要である｡

2. 膨らむ代位弁済

信用保証協会が保証を付与した中小企業の借り

入れにデフォルト (債務不履行) が発生すると,

協会は, 債権者である金融機関に対して, 当該企

業に代わり保証債務を弁済する｡ これが代位弁済

であり, 信用保険上の保険事故である｡ 日本にお

ける中小企業に対する信用補完制度は, 信用保証

協会を日本政策金融公庫が再保険するという骨格

によって成り立っており, 保証協会, 保険部門と

も収支均衡が求められ, 追加的に政府予算も支出

されている｡ 日本の信用保証制度は, 中小企業者

の支払う保証料を収入源として制度維持されてい

るが, 経済状況が極めて困難である等の場合には,

政府予算が政策的に支出されている｡ 信用保証協

会の代位弁済率 (付保代弁率) は図表 8に示した

ように, 1990年代から 2000年代にかけて増加し

ており, 国会でも信用補完制度の構造改革が抜本

的に必要であると議論されている｡ 信用保証協会

には日本政策金融公庫から代位弁済による保険金

が支払われるため, 実質的な国民負担になる｡ 現

公的信用保証制度の現状と課題
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図表 8 中小企業の倒産と信用保証協会の代位弁済
(単位：兆円)

年度 倒産件数 負債総額 代弁済件数 代弁済額 保証残高 保付代弁済率 倒産代弁済率

1993 14,440 4.7 36,387 0.4 26.2 1.5 8.5

1994 13,965 4.1 41,337 0.4 27.5 1.5 9.8

1995 14,970 4.7 44,687 0.4 28.6 1.4 8.5

1996 14,731 5.0 47,521 0.4 29.2 1.4 8.0

1997 16,293 5.8 52,395 0.5 29.6 1.7 8.6

1998 18,749 6.8 71,705 0.7 42.0 1.7 10.3

1999 15,135 8.1 76,371 0.8 43.0 1.9 9.9

2000 18,497 6.6 104,759 1.1 41.5 2.7 16.7

2001 18,819 7.3 126,194 1.2 37.0 3.2 16.4

2002 18,687 7.8 138,488 1.3 33.2 3.9 16.7

2003 15,877 5.8 119,930 1.0 31.1 3.2 17.2

2004 13,392 5.4 97,422 0.8 29.7 2.7 14.8

2005 12,755 4.7 80,369 0.7 28.8 2.4 14.9

2006 13,245 5.5 78,708 0.7 29.3 2.3 12.7

2007 14,091 5.7 85,906 0.8 29.4 2.7 14.0

2008 15,646 12.2 104,717 1.0 33.9 2.9 8.1

2009 15,480 6.9 107,450 1.1 35.9 3.1 15.9

(出所) 各年度 『中小企業白書』 および信用保証協会連合会年次統計
保付代弁済率：代位弁済額÷保証残高
倒産代弁率：代位弁済額÷負債総額



実に貸し倒れが起こり, 保証協会が債務を肩代わ

りした代位弁済額は 2010年 8月末までで約 2,600

億円である(18)｡ 2010年に入って, 貸し倒れが加

速しており, 10年後の回収期限までに代位弁済

は融資総額の 1割程度まで膨らむという見方もあ

る｡ 特に緊急保証制度では 10年もの期間の保証

をしている｡ さして議論がないまま, 信用保証制

度が, 中小企業に実質的に資本を提供するスキー

ムになってしまっている｡ 返済しないとつぶれて

しまうという借入の規律付け効果が弱まり, 企業

が苦しい改革に自ら取り組む機会を逸らしてしま

うことが心配される｡ 緊急保証には有用性と必然

性があったが, そもそも日本の財政の状況を考え

ると, 国に頼る支援プログラムには限界がある｡

信用保証制度の持続性を回復するためにも, リス

クに応じた保証料率制度や, 金融機関もリスクを

負う責任共有制度への復帰を急ぐ必要がある(19)｡

3. 逆 選 択

保証協会対中小企業者の関係を保険部門対保証

協会に置換えて考えてみよう｡ 逆選択の議論から

すると, 個別の中小企業者に対する保証協会の把

握する情報は非対称であるのだから, その協会経

営に対する保険部門の持つ情報はさらに非対称で

ある｡ よって保険部門は赤字の保証協会に対して,

再保険料の増額か保険填補率の減少を求めること

になる｡ この結果, 赤字の保証協会は, 利用者に

対する保証料を増額し, 中小企業者は保証協会を

利用しなくなる｡ そして, その保証協会経営は破

綻し, 本来の政策目的が達成できない｡ 経営内容

の ｢良い｣ 保証協会, ｢悪い｣ 保証協会は, 経済

状況等によって ｢良い｣ ｢悪い｣ が逆転する可能性

があり, 再保険制度の存在理由もここにある(20)｡

保証協会を利用する中小企業者にも同様のことが

いえよう｡ 経営内容の ｢良い｣ 中小企業者と ｢悪

い｣ 中小企業者とでは, 経営状態が逆転する可能

性がある｡ であるから大数の法則が成立し, 保証

制度, 保険制度が成立するのではないだろうか｡

各国の信用保証制度を比較してみても, 日本以外

の保証割合と保証料との関係が概して比例関係に

あり, 日本よりも経済合理的な制度設計がなされ

ていることが明確である｡ 日本のように, 保証料

が安く填補率が高く, 加えて保証引き受け数が多

数なら, 信用補完制度の赤字・損失という問題も

生じて来ることになる｡

4. リスク評価システムの活用

金融技術の進歩により, 現在金融機関において

は, 財務諸表などの定量的なデータから借入人の

信用リスクを評価するリスク評価システムの活用

が活発化し, 信用リスク評価の精緻化, 審査の迅

速化等が進んでいる｡ 保証協会においても, 全国

共通のリスク評価システムとして CRDを利用し

て保証料の割引を実施しているが, リスク審査モ

デルとしての活用状況は, 協会毎に様々でありま

だ十分活用されていない｡ この結果, 保証協会毎

に審査基準が異なる要因の一つとなっている｡ 保

証協会の審査においては, 定性的側面も重要であ

るが, 定量的データから導かれるリスク評価につ

いては, 審査の基本であることは疑いない｡ また

定性的情報についてもこれを定量化できるものも

ある｡ したがって, 今後, 保証協会全体としてリ

スク審査モデルの活用をさらに進め, 審査の迅速

化や業務効率化を推進するとともに金融機関との

審査モデルの共有化についても取り組むべきであ

る｡ また, リスク評価システムは, 保証審査のみ

ならず, 保証料率の弾力化, 保証債務のリスク管

理, 経営計画の策定においても重要なツールとな

る｡ なお, リスク評価システムは, 個別保証協会

での対応ではなく, 全国の保証協会が共通したも

のを利用することで, 対応に係るコストを最小化

することができる｡ またこのようなリスク評価シ

ステムの共通化に係る取組みは, 基礎的な審査基

準やリスク管理等の全国統一化の観点からも重要

である｡

Ⅴ おわりに

本稿の執筆動機は, 第一に近時の信用保証協会

収支の経常的な悪化であり, 公的保証制度の維持・

存続の危機である｡ 第二にバブル経済崩壊前後で

の保証協会業務が大きく変化したことである｡
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1990年代以降の企業金融の特徴として, 中小

企業金融円滑化のための中小企業向け貸出増進政

策と政府の積極的関与ということがあげられる｡

保証債務の利用増�銀行貸出増�代位弁済率・

倒産件数の上昇�貸出減少；代位弁済率・倒産

件数の上昇�公的融資増�倒産の減少という融

資形態が基本的に変わらない｡ 中小企業の資金調

達は, 非上場で担保力が相対的に弱いことから金

融機関からの借入に依存せざるを得ない｡ 公的信

用保証制度が担う中小企業金融の中核的役割は言

うまでもないが, それと並行して今後景気が好転

しかけたときに売り上げ回復に先行して発生する

仕入コスト等の増加運転資金等を確保可能とする

ための恒久的な資金調達スキームを整備していく

ことが求められるのである｡
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